




《幼稚園》 
❶教育課程は、幼稚園教育要領による。 
❷幼児の発達の側面から「健康」「人間関係」「環
境」「言葉」「表現」が示されている。 
❸同一年齢の幼児で学級編成をすることを原
則とする。 

《幼児園》 
❶心身、思想、知能、芸術等バランスの良い発達
を目指す。 
❷良い生活・衛生の習慣を育てる。 
❸クラス編成は年齢で分けても可、混合でも可。 

保育士・
教員の資

格 

《保育士》 
❶指定保育士養成施設卒業者 
❷保育士試験合格者 
 
 
 
 
《幼稚園教諭》 
❶幼稚園教諭専修免許状（大学院修了） 
❷幼稚園教諭一種免許状（大学卒） 
❸幼稚園教諭二種免許状（短大卒） 

《保育員》 
❶主に中等衛生専門学校卒。 
❷または中学校卒の学歴を有し、衛生行政部門の
幼児保育職業訓練を受けた者。 
 ※保育員は教師としてみなされないため、「中国
教師法」には規定されていない。 
 
《幼児園教師》 
❶中等師範学校の一種である幼児師範学校（日本
の高校保育科に相当）卒もしくはそれ以上。一般
の中等師範学校や職業高校の幼児師範コースでも
資格取得可能。農村部では、地方政府教育部門が
開催する養成クラスでも取得可能。 
❷高等師範大学（日本の短大・大学に相当） 
卒は、現場の教員よりも行政や管理、研究面での
幹部としての任務を負う。 
 ※幼児師範学校は義務教育終了後の３年制また
は４年制課程。 
 ※「中国教師法」（1993 年）制定により教師の資
格と任用の法制化が実現。 

職員 

《保育所》 
❶保育士、嘱託医、調理員 
❷０歳児     ３：１ 
 １・２歳児 ６：１ 
 ３歳児    20：１ 
 ４・５歳児 30：１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《幼稚園》 
❶園長、（教頭）、教諭、養護教諭等 
❷１学級あたり幼児 35人以下が原則 

《託児所》 
❶保育員（健康・生活面のケアをする所長）、医療
保険職員、会計、炊事、その他職員 
❷乳児クラス：２〜10ヶ月 
  １クラス：15〜18人 
  子と保育者の比率：３〜3.5：１（全日制） 
          ：４〜５：１（寄宿制） 
 年少クラス：11〜18ヶ月 
  １クラス：同上 
  子と保育者の比率：同上 
 年中クラス：19ヶ月〜満２歳 
  １クラス：同上 
  子と保育者の比率：４〜4.5：１（全日制） 
          ：６〜７：１（寄宿制） 
 
《幼児園》 
❶保育員：生活面の世話を担当。全日制で１クラ
スに 0.8〜１人、寄宿制で１クラスに２〜2.2人。 
 教師：教育を担当。全日制・寄宿制ともに２〜
2.5人。 
 ※３クラス以下の小規模園の場合、延長は１人、
４クラス以上の園では２人、10クラス以上の寄宿
制幼児園には３人おくことができる。 
 ※園の規模によりその他に配備される職員（医
療員、会計、炊事）数には増減がある。 
❷年少クラス：満３〜４歳 
  １クラス：25人 
  子と保育者の比率：４〜５：１（全日制） 
          ：６〜７：１（寄宿制） 
 年中クラス：満４〜５歳 
  １クラス：30人 
  子と保育者の比率：同上 
 年長クラス：満５〜６歳 
  １クラス：35人 
  子と保育者の比率：同上 
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（（２２））日日本本とと中中国国のの保保育育者者養養成成シシスステテムムおおよよびびカカリリキキュュララムム  

 中国の「託児所」と「幼児園」には、「保育員」と「幼児園教師」の２種類の保育者が配置されて

いる。劉らによれば、中国の保育者養成は、1950 年（昭和 25 年）代より、教員養成の一環として

主として幼児園教師養成を中心に展開されてきた 6)。 

 
１１））中中国国のの幼幼児児園園教教師師養養成成シシスステテムム  

 1990 年（平成２年）代後半から 2010 年（平成 22年）代にかけて、様々な教育にかんする法整備

に伴い、幼児園教師の資質向上や学歴向上が急速に進んでいる。1995 年（平成７年）12月には、「幼

児園教師資格」は、「教師法」に規定された学歴を満たせば「教師資格証書」が発行されることにな

った。 

 現在、中国には主として以下のようなレベルの幼児園教師養成機関がある 7)。 

 
①① 中中等等専専門門教教育育レレベベルルのの養養成成機機関関  

（幼児師範学校等に付設する幼児教師クラス等のこと／日本に相当する教育機関はない） 
・ 中学校卒業の生徒を受け入れ、３年制で教育を実施する 

②② 高高等等専専門門教教育育レレベベルルのの養養成成機機関関  
（日本の短大または専門学校に相当） 

・ 中学校卒業の生徒を受け入れ、５年制で教育を実施する 
・ 幼児師範学校卒業の生徒を受け入れ、２年制で教育を実施する 
・ 高校卒業の生徒を受け入れ、３年制で教育を実施する 

以上の３種類の養成制度がある。 
③③ ４４年年制制大大学学レレベベルルのの養養成成機機関関  

（師範大学等における就学前教育学部等のこと／日本の４年制大学に相当） 
 

 このように、幼児園教師は、５種類の養成形態で養成されているが、「幼児園教師資格」は学歴の

違いにかかわらず１種類のみである。しかしながら、2015 年（平成 27 年）より、全国規模で「幼

児園教師資格」を含む「教師資格認定国家試験制度」が本格的に導入されるようになったことで、

今後、４年制大学レベル中心の養成システムに転換していくことが予想される。 
 
２２））中中国国のの保保育育員員養養成成シシスステテムム  

 中国の保育員は、教師として認められておらず、保育にかんする技術労働者として位置づけられ、

主に教師の補助役として、託児所や幼児園における生活、環境衛生、保健面を担当するとされてい

る。保育員の業務内容 8)は、担当するクラスの建物・設備・環境の清潔衛生に責任を持つこと、教

師の指導のもとで幼児の生活を管理し担当するクラスの教育活動を実施すること、医療関係者と教

師の指導のもとで幼児園の安全・衛生保険制度を厳格に実施すること、幼児の衣類と身の回り品お

よび担当するクラスの設備・用具を適切に保管すること、幼児園が制定した種々の規則規定を遵守
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すること、教師に協力して様々な教育活動で使用する教具や玩具等の準備と整理を行うこと等であ

る。 

 1990 年（平成２年）代以前、保育員は教育訓練を受けずに担当する者が多かったが、1990 年（平

成２年）代以降、中学校卒業以上の学歴が求められ、少しずつ保育員の資格化が進むようになって

いる。現在、保育員の資格は、以下の３種類がある 9)。 

 
①① 「「初初級級保保育育員員」」（（国国家家資資格格五五級級））  
・ 中学校卒業後、本職を２年以上担当した者 
・ 中学校卒業後、１年間保育訓練を受け、本職を１年間担当した者 
・ 高校卒業後、２年間保育訓練を受けた者 
・ 幼児師範学校、幼児師範職業高校卒業者 

②② 「「中中級級保保育育員員」」（（国国家家資資格格四四級級））  
・ 「初級職業資格証書」取得後、本職を４年以上担当した者 
・ 幼児師範学校、幼児師範職業高校卒業後、本職を４年以上担当した者 
・ 中等職業教育の関連専門学科卒業後、本職を４年以上担当し、保育の仕事で優れた成績を

修めた者 
・ 中学校卒業後、本職を６年以上担当した者 

③③ 「「高高級級保保育育員員」」（（国国家家資資格格三三級級））  
・ 「中等職業資格証書」取得後、本職を５年以上担当した者 

・ 中学校卒業後、本職を 10年以上担当した者 

・ 幼児師範学校、幼児師範職業高校卒業後、本職を８年以上担当した者 

・ 中等職業教育の関連専門学科卒業後、本職を８年以上担当した者 
 
 このように、保育員にも一定の経験と教育が求められ、経験年数や学歴によって資格が３種類に

分けられている。しかし、幼児園教師と比較すると、保育員になるために受ける教育は養成機関に

おけるものとは限らず、経験に頼る部分が大きいことから、託児所や幼児園の保育の質を上げてい

くため、現在は保育員の養成課程の開発が求められている。 
 
３３））日日本本とと中中国国のの保保育育者者養養成成カカリリキキュュララムムのの比比較較検検討討  

 次に、日本と中国の保育者養成カリキュラムについて比較する。前述したように、中国の保育者

養成は幼児園教師の養成を中心に進められてきたことから、ここでは幼児園教師養成カリキュラム

の中でも高校卒業の生徒を受け入れ、３年制で教育を実施する養成のカリキュラムを取り上げる。

また、日本の方は指定保育士養成施設における保育士養成のカリキュラムを取り上げ、高校卒業と

いうスタート地点を同じくして、その後の養成課程にどのような違いや共通点があるのか、両者を

比較し検討したい。 
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①① 日日本本のの保保育育者者養養成成カカリリキキュュララムム−−−−保保育育士士養養成成カカリリキキュュララムムかからら  
 表３−５−２は、保育士資格取得にかんする科目について、児童福祉法施行規則第６条の２第１項

第３号に基づき、必要単位数や授業方法をのぞいて作成したものである。 
 

表３−５−２. 日本の保育士資格取得にかんする科目 
教養科目 体育、その他養成機関において６単位分設置する 

必修科目 

【保育の本質・目的に関する科目】 
保育原理、教育原理、子ども家庭福祉、社会福祉、子ども家庭支援論、社会的養護Ⅰ、保育者

論 
【保育の対象の理解に関する科目】 
保育の心理学、子ども家庭支援の心理学、子どもの理解と援助、子どもの保健、子どもの食と

栄養 
【保育の内容・方法に関する科目】 
保育の計画と評価、保育内容総論、保育内容演習、保育内容の理解と方法、乳児保育Ⅰ、乳児

保育Ⅱ、子どもの健康と安全、障害児保育、社会的養護Ⅱ、子育て支援 
【保育実習】 
保育実習Ⅰ（保育所）、保育実習Ⅰ（施設）、保育実習指導Ⅰ 
【総合演習】 
保育実践演習 

選択必修科目 保育実習ⅡまたはⅢ、保育実習指導ⅡまたはⅢ 
 
 教養科目は、「体育」とその他養成機関の創意工夫によって構成されるが、英語等の「外国語」を

設置しているところがほとんどであろう。 
 必修科目は、「保育の本質・目的に関する科目」「保育の対象の理解に関する科目」「保育の内容・

方法に関する科目」「保育実習」「総合演習」に系統立てて構成されている。日本の保育・幼児教育

の特徴である保育内容５領域については「保育内容演習」や「保育内容総論」において学ぶが、こ

こには多くの単位数（時間数）が割り当てられている。また、保育所保育の原則である「保育所保

育指針」については、「保育原理」で学ぶほか、様々な教科目の中で用いられ、その理解を深めるこ

とが求められている。 
 実習にかんする科目は、必修科目の中の「保育実習Ⅰ（保育所）」「保育実習Ⅰ（施設）」、選択必

修科目の中の「保育実習Ⅱ」か「保育実習Ⅲ」である。養成機関によって時間数は多少異なるもの

の、養成課程の中で、保育所で２週間程度、保育所以外の施設で２週間程度、さらに保育所か施設

を選択して２週間程度の実習が義務づけられている。 

 指定保育士養成施設における保育士養成課程を構成する教科目はこれまでに数度見直しが行われ

ているが、表３−５−２に示したのは、2019 年（令和元年）度より適用されているものである。この

教科目の見直しの課程では、６つの方向性からその検討が行われた。それが、現在の保育士資格取

得にかんする科目の特徴と言えるだろう。厚生労働省が設置した「保育士養成課程等検討会」注1)に

おいて示された保育士養成課程にかんする「具体的な見直しの方向性」は以下の通りであり、これ

らのことは保育士養成課程の教科目だけでなく「保育所保育指針」にも盛り込まれている。 
 
aa.. 乳乳児児保保育育のの充充実実  
・ 保育の理念や現状、体制などの理解を深めた上で、具体的な保育の方法や環境の構成等を
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学び、保育の実践力を習得させる。 
bb.. 幼幼児児教教育育のの実実践践力力のの向向上上  
・ 保育の計画から評価・改善に至る過程を習得させる。 
・ 「育みたい資質・能力」および「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を念頭に置き、子

どもの生活や遊びが充実するよう援助する力を習得させる。 
cc.. 「「養養護護」」のの視視点点重重視視  
・ 子どもの発達、学びの過程や特性に関する内容を体系的に理解させるとともに、子どもと

家庭にかんして包括的に理解させる。 
・ 子どもの理解とそれに基づく援助について、より実践的な力を習得させる。 
・ 保健的観点に基づく保育の環境整備や心身の健康・安全管理の実施体制など、実践的な力

を習得させる。 
dd.. 子子どどもものの育育ちちやや家家庭庭支支援援のの充充実実  

・子育て家庭への支援に関して総合的な力を養うため、子ども家庭支援の基本となる事項や

保育の専門性を活かした子育て支援の実践的な事項を取り入れ、体系的に習得させる。 
ee.. 社社会会的的養養護護やや障障害害児児保保育育のの充充実実  
・ 子どもとその家庭の理解を踏まえ、理念や制度等の基礎的事項と援助に当たり必要となる

実践力を効果的に習得させる。 
・ 障害児保育に関して、地域社会への参加・包容（インクルージョン）や合理的配慮等の基本

的な考え方、対象となる子どもの特性、家庭と連携した援助などの内容をより具体的に理

解させる。 
ff.. 保保育育者者ととししててのの資資質質・・専専門門性性のの向向上上  
・ キャリアパスを見据え、より組織的な運営の下で継続して保育者としての専門性の工場を

図ること等の重要性を理解させる。 
 
 以上、現在では、a.〜f.のような点を踏まえた保育士養成が求められている。 
 
②② 中中国国のの保保育育者者養養成成カカリリキキュュララムム−−−−幼幼児児園園教教師師養養成成カカリリキキュュララムムかからら  

 表３−５−３は、中国の幼児園教師養成の中でも、高校卒業からスタートする３年制養成プログラ

ムにおける教育課程を示すものである。また、本表は、劉が示した教育課程表 10)を参考に作成した。 
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表３−５−３. 中国の幼児園教師資格取得にかんする科目 

必修科目 

（65.4％） 

【共通必修科目】 

マルクス主義基本原理、毛沢東思想・鄧小平理論と「三つの代表」の重要思想概論、中国近現

代史綱要、法律基礎、思想道徳修養と教師の道徳教育、情勢と政策、情報技術基礎、大学英

語、大学国語、体育 

【就学前教育専攻理論科目】 

《教育類》 

普通心理学、子どもの発達、子どもの教育心理学、教育概論、就学前教育学（幼児園教育課程

を含む）、子どもの言葉と文学、就学前教育研究方法、就学前衛生学、中国と外国の就学前教

育史、幼児園管理、家庭と地域教育、幼児園の言語教育と活動設計、幼児園の科学教育と活動

設計、幼児園の健康教育と活動設計、社会教育、芸術教育 

《教養類》 

美術と子どもの美術創作、舞踊と子どもの舞踊創作、音楽と子どもの歌曲創作、自然科学基

礎、社会科学基礎、書写、教師用話し言葉 

《各養成校独自の科目》 

選択科目 

（15.4％） 

 
 

専
攻
コ
ー
ス
別
選
択
科
目 

《人文・社会・科学コース》 

科学・技術と社会、人口・資

源と環境、社会学概論、児童

文化概論、児童映画・ドラマ

作品の鑑賞と分析、物質科

学、生命科学、地球と空間科

学 

《芸術コース》 

児童芸術教育概論、合唱と指

揮、即興伴奏と子どもの歌曲

創作、子どもの舞踊創作、図

工制作、コンピューター美

術、幼児園の環境創設、玩具

設計 

《英語コース》 

総合英語、英語で視る・聴く・

話す、英語閲読、英語創作、

英語作文、英語歌曲と演出、

児童英語と活動設計 

《体育コース》 

幼児園体育学、体操、児童リ

ズム体操、水泳、体育ゲーム、

民族伝統体育 

《幼児園経営管理コース》 

就学前教育経済学、幼児園経

営管理、幼児園組織行動学、

園長専門成長実務、就学前教

育法規、就学前教育政策学、

就学前教育測定と評価、陳鶴

琴教育思想研究 

《就学前教育研究コース》 

幼児教師専門成長論、教師発

達学校実務、就学前行動研

究、幼児園の質的研究、教育

統計学、教育測定と評価、教

育統計ソフト開発 

自由選択科目 

教育実践 教育観察実習・教育調査（４週）、教育実習（６週） 
その他 科目の復習、試験 

 
 表３−５−３からわかるように、中国の幼児園教師養成課程は、「必修科目」「選択科目」「教育実践」

の３つのカテゴリーによって構成されている。 

 まず、必修科目には、一般教養にかんする科目、就学前教育にかんする専門科目が含まれている

のがわかる。 

 一般教養にかんする科目には、「マルクス主義基本原理」「毛沢東思想・鄧小平理論と『三つの代

表』の重要思想概論」等、学生に対する思想道徳を育成するための科目が設置されている。また、

思想道徳の育成だけでなく、基礎学力の育成を目的として「大学英語」「大学国語」等も設置されて

いる。 

 就学前教育にかんする専門科目には、「子どもの発達」「子どもの教育心理学」「就学前教育学」等、

就学前教育にかかわる様々な専門領域の科目が設置され、さらには、美術、舞踊、音楽等の実践的

と思われる科目も設置されている。 

 選択科目は、養成課程の重要な構成部分であり、学生の専門的特長を十分に発展させるために設

置されたものだという 11)。６コースそれぞれの科目と自由選択科目が設置されている。 

 実習にかんする科目は、教育実践の中に含まれており、教育実践の科目すべてで 10週以上が求め
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られている。 
 １つひとつの教科目の詳しい教授内容は不明であり、そこについて言及することはできないが、

中国の教育課程の特徴が見えてきた。次に、その特徴を挙げながら、日本の保育者養成カリキュラ

ムとの比較を行いたい。 
 
③③ 両両国国のの保保育育者者養養成成カカリリキキュュララムムのの比比較較検検討討  

 両国の保育者養成カリキュラムから、その共通点や相違点が見えてきた。 
 まず、共通点としては、実習に一定程度の時間を割き、実践力の向上を重視していることが挙げ

られる。その中でも、中国の実習にかんする教科目の中には、「観察」「調査」「実習」等の段階があ

ることは特徴的であり、10週以上と日本より多くの時間を割いている。 

 しかし、中国の教育課程には、就学前教育に関わる科目が様々に設置されているものの、保育学

の基礎となる「保育原理」や「乳児保育」等の科目は設置されていない。また、劉 12)が指摘するよ

うに、すべてのこどもの生活にかんする権利保障を学ぶ科目として、「社会福祉」や「子ども家庭福

祉」が設置されていないことも相違点として挙げられる。 

 さらに、日本の科目「子育て支援」は、中国の科目「家庭と地域教育」にあたると思われるが、

全日制や寄宿制を利用する家庭が多い中国の子育て支援と日本の子育て支援は、その目的や内容も

異なるものであると考えられる。 

 最後に、両国の教育課程に共通して言えるのは、多文化に対応した教科目がないということであ

る。日本では、「障害児保育」の中で取り上げることが望まれているが、それは各養成校でその科目

を担当する教員の努力に任されており、また、多くの時間数が割かれているわけでもない。多国籍・

人種・文化の人々が暮らす現代の社会においては、「多文化保育」等の単独の教科目が設置されても

いいのではないだろうか。 
 
（（３３））ままととめめ  

 ここまでの結果を受け、中国の保育者資格保有者が千葉市の保育施設で働くためには、そのまま

その資格を活かすことができるわけではないということがわかった。それは、就学前教育にかんす

る専門科目は学んでいるものの、日本と中国の保育・幼児教育の特徴や目的が異なるからである。

本研究においては、千葉市の保育施設の在籍児数が最も多い中国の保育者資格を取り上げたが、他

国であっても同様のことが言えると考えられる。 

 中国やその他の国の外国人を通訳または保育の支援者として雇用する場合には、日本の保育・幼

児教育の原則である「保育所保育指針」や「幼稚園教育要領」に基づき、保育内容５領域や「環境

を通して行う保育（教育）」「遊びを通した総合的な指導」等注2)について理解してもらう必要がある

だろう。その際には、各保育施設において、外国人の保育支援者の日本の保育に対する理解に矛盾

が生じないよう、改めて自らの保育を振り返る機会持つことが重要であると思われる。 

 また、多文化に対応した保育については、日本の保育者と外国の保育支援者双方が理解を深める

必要がある。さらに日本の保育者においては、外国の保育・幼児教育制度が日本のものとは異なる
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特徴を持っていることを認識し、異なっているために保護者の要望や相談が起きているということ

を理解してもらうことが望ましいのではないだろうか。それは、片方に理解をうながすだけでは同

化政策になりかねないことへの配慮でもあり、互いに理解を深めることが、まさに多文化に対応し

た保育につながると思われるからである。 
 そして、実際に各保育施設において外国人の保育支援者を雇用する際には、その目的や役割、仕

事内容を明確に示すことが重要であると考える。単なる通訳ではなく、外国人乳幼児を支える役割

であるということを明確に示す必要があるだろう。保護者アンケートの結果（第３章３.）から外国

人乳幼児の保護者が求める支援が明らかになり、また、保育・幼児教育アンケートの結果（第３章

２.）から保育者が求める支援も明らかになった。そのような観点からも、外国人の保育支援者の役

割が見えてくるだろう。 
 
 
 

【注】 

注 1) 2017 年 12月、厚生労働省が設置した「保育士養成課程等検討会」において「保育士養成課程等の見直しにつ

いて（検討の整理）」が示された。 

注 2) 保育内容５領域、「環境を通して行う保育（教育）」、「遊びを通した総合的な指導」は日本の保育・幼児教育の

基本であり、「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」の第１章総則に明記されている。 
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第４章 

 

研究の総括  





１１．．本本研研究究のの総総括括  

 
 本研究は、千葉市における外国人乳幼児とその保育にかんする課題に対し、保育現場、行政、研

究者の連携のもとに対応していくことを目指して行われた。 

総括として、まず（１）～（３）で本研究の目的に沿って、明らかになった実態と課題をまとめ

る。（４）では中国の保育者資格の文献研究から明らかになったことをまとめる。 

 

（（１１））外外国国人人乳乳幼幼児児数数のの実実態態とと課課題題  

１１））全全体体的的傾傾向向  

 千葉市において住民登録している０～５歳児の人数データを用いて算出したところ、千葉市の

全乳幼児 43,036 人の中で、外国人乳幼児が 1,375 人（3.2％）存在することが明らかになった。 

全体の傾向としては、中国籍の乳幼児が 801 人（58.3％）と多く、それ以外にも多様な国籍の

乳幼児がいることがわかった。その数は全 46 か国・地域であった。 

在住地域は全区におよび、美浜区では 51.4％が中国籍と、集住地域に偏りが見られたものの、

最も少ない緑区で 14 か国、最も多い美浜区で 29 か国と、どの区にも多国籍の乳幼児が在住して

いることがわかった。 

 

２２））千千葉葉市市全全体体ににおおけけるる外外国国人人乳乳幼幼児児のの保保育育施施設設在在籍籍率率  

１）で得られた外国人乳幼児の数と、本研究で実施した保育施設へのアンケート調査から得ら

れた外国人乳幼児数という、現在得られる最も実態に近いと考えられるデータから、外国人乳幼

児の保育施設在籍状況を明らかにした。 

在籍率は 58.5％であり、平成 31 年の千葉市全体の乳幼児の在籍率とほぼ同程度であった。ま

た、乳児に比べて幼児の在籍率が高かった。 

 これらの結果から、千葉市にはどの区にも一定数の、そして多様な国籍の外国人乳幼児が存在

していること、すべての区で何らかの保育施設に在籍していることがわかった。また、在籍率は

千葉市全体とほぼ同程度であることから、外国人乳幼児も全体の傾向と同じ程度には保育施設を

利用できていることがわかった。集住の傾向や人数の多寡はあれど、いずれの区においても、外

国人乳幼児が在籍することを前提とした保育施設への支援、保育施設に在籍しない外国人乳幼児

の子育て支援が必要になることが示唆された。 

 

実態①：すべての区に一定数の外国人乳幼児が在住、半数以上が保育施設に在籍している。 

課題①：どの区においても、在籍・非在籍の乳幼児を想定した保育施設への支援・子育て支援を

行う体制を作ること。 
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（（２２））保保育育・・幼幼児児教教育育施施設設ににおおけけるる外外国国人人乳乳幼幼児児受受けけ入入れれのの実実態態とと課課題題  

 保育施設アンケートの結果より、回答を得た 272 施設中、現在、その 70.2％にあたる 191 施設

に外国人乳幼児が在籍していた。そして 83.5％にあたる 227 施設が、これまでに一度は外国人乳

幼児を受け入れた経験があることが明らかになった。しかし、受け入れ開始からの年数は「５年

未満」が 36.4％と最も多く、受け入れ経験の浅い施設が一定程度あることがわかった。 

 また、本研究は千葉市のすべての認可保育施設幼稚園を対象としたが、結果からはどの種別の

施設でも、また設置主体や認可年数、規模にかかわらず、外国人乳幼児が在籍していることがわ

かった。一方で、1 施設あたりの外国人乳幼児数は全体の 75.9％が５人未満であったが、最も多

い施設で 30 人と、施設により差があった。 

 

実態②：種別、規模、設置主体等にかかわらず多くの保育施設で外国人乳幼児を受け入れている

が、受け入れ経験の浅い施設が一定程度あり、施設により受け入れ人数に差があった。 

課題②：種別や規模、設置主体等にかかわらず、どのような施設にもその実態に応じた支援が届

く体制を作ること。 

 

（（３３））保保育育・・幼幼児児教教育育施施設設ににおおけけるる外外国国人人乳乳幼幼児児のの保保育育のの実実態態とと課課題題  

１１））保保育育環環境境やや保保育育カカリリキキュュララムムのの多多様様性性  

外国人乳幼児を受け入れている施設の方が、より多様性に対応した保育環境になっているとい

う仮説を立てたものの、予想通りの結果は得られなかった。第３章２．で考察したように、多く

の項目がこどもが落ち着いて生活できる環境を問う項目であったことが影響していると考えられ

る。一方で唯一、言語・文化的な差異を尊重する環境であるかどうかを問う項目についても差異

がなかったことで、外国人乳幼児の存在が、保育環境への配慮にまでつながっていないことが示

唆された。 

保育カリキュラムについては、外国人乳幼児を受け入れている施設の方が、食事や睡眠といっ

た生活面で柔軟に対応し、他の保護者にも外国人乳幼児の存在を理解してもらう機会を持ってい

ることがわかった。一方で、外国人乳幼児の存在は、保育の中核をなす活動や遊び、園行事に外

国の文化や言語を取り入れることにはつながっていないことが示唆された。 

 

実態③：外国人乳幼児受け入れに際し、生活面への配慮や他の保護者への理解を図ることは行わ

れているが、文化的多様性に対応した環境構成や保育活動実施にはつながっていない。 

課題③：文化的多様性を尊重した環境構成や保育カリキュラムの構築によって、インクルーシブ

な保育を実現すること。 
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２２））母母文文化化のの尊尊重重とと母母語語のの発発達達保保障障  

 保育者は外国人乳幼児に対し、母文化の尊重よりも、日本文化を理解してもらうことを重視し

ていること、また、家庭での保護者とのコミュニケーションにおいては、日本語使用を勧める傾

向があることがわかった。 

 この結果は、本研究が前提としている乳幼児期におけるバイリンガル教育の基本的な考え方が、

保育者に理解されていないことを示唆するものである。 

 

実態④：保育者は外国人乳幼児の保育において、母文化尊重や母語保持よりも、日本文化や日本

語の理解を重視する傾向がある。 

課題④：外国人乳幼児の母文化が尊重され、母語の発達が保障される環境を実現すること。 

 

３３））保保育育・・保保護護者者支支援援ののたためめにに必必要要なな支支援援  

量的調査の分析では、「保育者からみたこどもの困り感」も「保育者自身の困り感」も全体的に低

い値を示していたが、自由記述では高い割合で、「外国人乳幼児の保育において困る場面」、「外国人

乳幼児の保護者との関わりにおいて困る場面」が報告されていた。このことから、困り感は広く存

在していることがわかった。 
「外国人乳幼児の保育における困り感」については、量的分析においても、自由記述の質的分析

においても、コミュニケーションにかんする困り感の存在が浮き彫りになった。保育者が外国人乳

幼児の保育を行う際、言葉による意思の疎通の困難は、こどもの命を支える食事の提供や、情緒的

な安定を保障する気持ちの理解、また、生活習慣や、社会性を育てるための発達援助を行うことを

困難にしていた。保育者がその役割を果たせないという困り感だけでなく、こども自身の心身の健

康や発達の保障がなされないことにつながってしまう状況に対して、保育者はこどもに対する「心

苦しさ」を感じていた。 
 

実態⑤：外国人乳幼児の保育において、コミュニケーションの困難は、単なる意思疎通の困難にと

どまらず、こどもに対する養護と教育の機能を果たせないことにつながっている。 
課題⑤：保育者と外国人乳幼児のコミュニケーションの支援体制を作ること。 

 
量的調査における困り感は低い値であり、自由記述においても「困っていない」という記述が多

数確認された。しかし、【困っていない】にカテゴライズされた自由記述の内容を分析することで、

新たな課題が確認された。 
「困っていない」という記述の根拠の多くは、日本語でのコミュニケーションがとれるというこ

とであった。しかしそこには、たとえ日本語が話せたとしても、文化的背景の異なる外国人乳幼児

が園生活の中で味わうであろう葛藤は踏まえられていなかった。外国人乳幼児の言動を正しく理解

するためには、その意味や背景を含めて理解することが必要になる。 
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一方で、バイリンガル教育の観点から考えると、母語の習得が進んでいないことは「困ったこと」

になる。しかし、保育者の記述にそれを困ったこととして取り上げるものは１つも見られなかった

ことから、保育者にバイリンガル教育の考えが浸透していないことが示唆された。 
 

実態⑥：日本語でのコミュニケーションができることが、「困っていない」という認識につながって

いるが、外国人乳幼児ならではの文化的背景が踏まえられていない。 
課題⑥：外国人乳幼児の困り感を正しく認識するための支援体制（母文化における価値観や生活習

慣を知る機会の保障、バイリンガル教育についての基本理論の周知等）。 

 
外国人乳幼児の困り感が正しく認識されるようになることで、保育者が規範としている幼稚園教

育要領や保育所保育指針、各種のガイドラインや園での慣習等を、こどもの状況に応じて柔軟に運

用することが可能になると考えられる。 
 次に、「外国人乳幼児の保護者との関わりにおける困り感」について述べる。 
量的・質的分析の両方から、この困り感にはコミュニケーションの困難が大きく影響しているこ

とが明らかになった。コミュニケーションの困難を、日本語のわかる家族に必要なことを伝えるこ

とで解消し「困っていない」と回答していた例も多数存在したが、保護者支援という観点から考え

ると、保護者との直接的コミュニケーションがあってこそ、保育者も保護者の気持ちや考えを理解

し、保護者も保育者を信頼してこどもを預けることができる。そしてこの信頼関係は、こどもの人

的環境としても重要なものである。さらに保護者の気持ちや考えを理解し、家庭環境を踏まえた上

での適切な保育をすることにもつながる。 
 

実態⑦：外国人乳幼児の保護者とのコミュニケーションの困難が、様々な困難に派生している。中

でも保護者との信頼関係構築の困難は、適切な保育・保護者支援ができない困難につながる。 
課題⑦：外国人乳幼児の保護者との直接的なコミュニケーションの支援体制。連絡帳や日々の活動

を伝える壁新聞等、日常的に使用する連携に関連するツールの多言語対応。 

 
また保育者は、保育施設入園前後に必要な情報の多言語対応や通訳等、即効性のある支援を望む

傾向が見られた。このように、外国人乳幼児とその家族の早期適応を優先するが故に、保育者は、

保護者の文化的ルーツを理解することができない困り感よりも、日本の文化・習慣が理解されない

ことや、保育の円滑な運用ができない困り感を感じていることがわかった。このことは、そのねら

い通り早期の適応に寄与する可能性もあるが、一方で、保護者のルーツである母文化や習慣、日本

でこどもを育てる上での苦労や葛藤等についての理解がなされないことにより、保護者の気持ちや

考えの理解に至ることができず、結果的に保育や保護者支援に支障を生ずることが予想される。さ

らに、極端な事例が積み重なることによって、特定の国の保護者へのイメージが固定化する事例も

見られた。 
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実態⑧：外国人乳幼児の保護者の文化的ルーツを理解することよりも、日本の文化・慣習や保育施

設への適応が優先されている。 
課題⑧：コミュニケーションによって意思の疎通を図るだけでなく、外国人乳幼児の保護者の考え

の背景にある母文化・習慣等について理解する機会を持つこと。 

 
外国人乳幼児の保護者との関わりにおける困る場面の特徴の１つは、こどもの保育施設入園前、

また保育施設で対応しきれないことに及んでいる、という点にあった。しかし、それらはその後入

園してくるという時間的な意味で、あるいはこども家庭への支援の延長という意味で、保育施設で

の生活と連続しているものであった。この、派生していく困り感への対応を、時期や段階に即した

支援という時系列的観点と、関係機関との連携という体制的観点で整理する。 
時系列的観点からは、入園前の案内の段階から入園説明や手続きの段階、保育施設での生活が開

始してからの段階という各過程における困り感が存在し、前の段階の困り感が解消されないことで

その後の段階の困り感が発生する、あるいは深刻化するということがわかった。自由記述の分析か

らは、通訳支援が得られず、日本の保育の仕組みが理解されないことが、続く入園の手続きや、園

生活が開始してから発生する困り感につながっていることが示唆された。また、理解の齟齬が各場

面で積み重なることは、保育者と保護者との信頼関係構築を困難にする要因になり得る。さらに、

量的調査では、保育施設が必要とする支援として、「保育施設入園前後に必要な情報の多言語対応」

が上位に挙がっていたことから、保育現場が求めている支援でもあることがわかった。 
 

実態⑨：保育施設入園前後の各過程において困り感が存在し、前の段階の困り感が解消されないこ

とで、後の段階の困り感が発生、または深刻化していた。 
課題⑨：各過程における困り感を解消する支援体制を整えることで、困り感の派生を抑制すること。 

 
関係機関との連携という体制的観点からは、上記の時系列的観点で整理した支援体制は、保育施

設だけでは作れないということが言える。 
保育施設の役割の説明等、入園前の案内は、外国人への生活案内の段階でも行われているが、こ

れはもともと保育施設の役割ではない。また、これまで書類等の多言語化や通訳を国際交流協会等

に都度依頼して来た経緯があるが、より恒常的な連携体制をとることで、保育施設も外国人乳幼児

の保護者を理解する助けを得ることができ、国際交流協会も、保育施設を窓口として外国人に支援

を届け易くなると考えられる。 
さらに、本研究の調査において、令和２年度から試験的に導入されている通訳支援への期待を確

認することができた。行政が保育支援として外国人乳幼児・保護者対応者を配置したことは、保育

施設にとって画期的なことであると考えられる。すなわち、これまでその時々の課題に応じて保育

施設がどこと連携をしたら良いかを判断し、国際交流協会や、各区のこども家庭課、保健所等との
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間で連携体制をとっていたが、行政からのこうしたアウトリーチ型の支援があることで、日常の中

での困りごとを相談しやすくなり、より外国人乳幼児とその保護者に向き合いやすくなると考えら

れる。 
 

実態⑩：これまでも、行政や国際交流協会等からの支援の実態は存在したが、保育施設からの依頼

に応じ、都度必要に応じて行われていた。一方、令和２年度から導入されている通訳支援に期待が

寄せられている。 
課題⑩：恒常的な支援体制の構築、アウトリーチ型の支援の強化。 

 
（（４４））保保育育・・幼幼児児教教育育施施設設をを利利用用ししてていいるる外外国国人人乳乳幼幼児児のの保保護護者者のの実実態態とと課課題題  

本研究の保護者アンケートは、中国語、スペイン語を使用する保護者合計 233 名を対象に行い、

全体の 37.7％にあたる 77 人からの回答を得た。また、このうち自由記述に回答したのは全回答

者の 33.8％にあたる 26 人、およそ３人に１人であった。これらの回答を元にした報告となる。 

 

１１））家家庭庭ででのの言言語語環環境境とと、、保保護護者者のの言言語語にに対対すするる考考ええ方方  

日本語を「読む」「書く」「話す」「聞く」ことについて、およそ 6～8 割程度の保護者が十分

な習得状況になく、困り感を抱えていた。 

 一方、保護者がこどもと会話する際には、母語と日本語の両方を使用する傾向があり、大人同士

で会話するときよりも、相対的に日本語を多く使用していることがわかった。保護者は、こどもの

日本での生活や学習においては、母語よりも日本語の習得の方が重要であると考える傾向があり、

保育施設や小学校等で日本語を勉強させてほしいという意見も確認された。また、アイデンティテ

ィ形成の面では、母語も日本語と同じくらい重要であると考える傾向があり、母語を忘れてしまう

ことへの懸念を示す意見が確認された。さらに、日本のこどもと交流させたいという願いも認めら

れた。外国人乳幼児の保護者は、こどもが外国にルーツを持つというアイデンティティを持つよう

になるためにも、母語を忘れてほしくない思いを持ちながらも、日本での生活や学習、また人間関

係の構築を優先する気持ちから、家庭においても日本語を使用していると考えられた。 
 しかし、保護者自身が日本語を十分に話すことができない状況で、こどもと日本語で会話するこ

とは、バイリンガルの言語発達という面から見ると、必ずしも適切であるとは言えない。両方の言

語を習得してほしいと願う保護者自身も、バイリンガルになるために必要なことを理解していない

可能性が高いと考えられる。 
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実態⑪：家庭の言語環境は、バイリンガルを育てる環境としては、適切でない傾向がある。バイリ

ンガルの言語発達についての知識が保護者に周知されていないことが背景にあると考えられる。 
課題⑪：保護者に対し、バイリンガル教育の基本的考え方への理解を促すこと。 

 
２２））ササポポーートトのの利利用用状状況況  

 量的調査からは、健康医療制度や延長保育以外の公的サポートはほとんど利用されておらず、そ

の理由は日本語がわからないことや、情報の存在自体を知らないというところにあることがわかっ

た。自由記述でも、子育て支援が得られないことや病院利用の困難を訴える記述が確認され、これ

を裏付けていた。 
 また、私的サポートは同国出身の保護者のサポートが利用されており、同じ文化的背景を持つ同

国出身者であることが、保護者にとってはサポートを得やすい存在であることが示唆された。 
 

実態⑫：千葉市が提供している育児サポートは、外国人乳幼児の保護者への情報保障の不十分さか

らあまり利用されていない。一方、私的サポートは同国出身者から得ていることが多い。 

課題⑫：育児サポートを外国人乳幼児の保護者に利用しやすくすること。同国出身者同士のサポー

トの得やすさを活かすこと。 

 

３３））保保護護者者のの困困りり感感とと、、保保育育施施設設にに求求めめるる支支援援やや保保育育内内容容  

 量的分析では、全体として、保育施設に入る前・後共に、保護者の困り感は低く、また保護者か

ら見た外国人乳幼児の困り感も低いという結果になった。一方で自由記述の回答傾向からは、困り

感の持ち方は保護者によって個人差が大きく、困っている保護者は多方面に困り感を抱いているこ

とがわかった。 
困り感を抱いている保護者の記述からは、主に教育システムの把握、日本語でのコミュニケーシ

ョンの難しさを感じていることが明らかになった。 
 このうち教育システムにかんしては、主に小学校就学のための手続き等に関心が向けられていた。

しかし、保育施設が小学校就学の準備機関であるとの誤解が読み取れる記述もあった。また、日本

語でのコミュニケーションの困難にかんしては、保育施設にとどまらず、医療機関にかかるとき等

生活全般の困難を挙げていた。 
保護者が望む保育内容として、量的調査からは、施設でのこどもとのコミュニケーションには日

本語の使用を望む傾向が見られたが、文化の観点では、日本の文化に親しむことを求める一方、同

じくらい母国の習慣や文化も尊重してほしいと考えていることがわかった。自由記述からは、こど

もに生活習慣が身についているか、適正に発育しているのかといった、日本人の保護者と共通する

保護者の不安も多く含まれていた。 
保育施設に求める支援として、量的調査からは、翻訳アプリ等よりも、多文化保育を学ぶ機会や

他の保護者との交流の機会を求める傾向が見受けられた。コミュニケーションの問題を解消するこ
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とよりも、多文化を前提とした保育の実施や、直接的な交流の機会が相互理解を深めると考える傾

向が読み取れる。既に述べたように、保育施設アンケートからは、外国人乳幼児が在籍する園では、

在籍しない園よりも、保育参加や懇談会等で、保護者が外国籍のこどもや障害児等、多様なこども

の保育について理解を深める取り組みが行われていることがわかっている。保護者アンケートの結

果は、こうした取り組みの意義を評価し、後押しするものである。 
一見、矛盾するように見える全体的傾向と自由記述の困り感の関係もあったが、個人差が大きい

という前提に立ち返ると、保護者は多様な困り感を持ち、コミュニケーションの困難解消も、文化

的側面の尊重を求めていることも、保護者が願いとして記述した事実は、いずれも重く受け止めら

れるべきことである。 
 

実態⑬：保育者とコミュニケーションがとれないことは、保育施設でのこどもの発育状況等がわか

らない不安につながっている。さらに、生活全般にわたる困り感に影響している。 
課題⑬：保護者と保育者のコミュニケーションの支援体制を作ること。医療機関や保健所等、子育

てに関わる機関におけるコミュニケーションの支援体制を作ること。 

 

実態⑭：保護者は、日本の文化に親しむことと同じくらい、母国の習慣や文化を尊重した保育内容

を実施すること、また、多文化保育を学んだり、保護者同士が交流する機会を持つことを望んでい

る。 
課題⑭：外国人乳幼児のルーツが尊重される保育内容や、外国人乳幼児の保護者を含む保護者間交

流のあり方を検討、実施していくこと。 

 

実態⑮：小学校就学に対する関心が高いが、保育施設の就学に向けた役割を誤解している場合もあ

る。 
課題⑮：入園前の段階から、保育施設の役割（就学への準備機関ではなく、幼児期に適した教育を

行う機関であること）を一貫して伝えていく体制を整えること。 

 

実態⑯：保護者の困り感や要望は、個人差が大きく、多様である。 
課題⑯：保護者の困り感や要望やその背景について、より詳しく調査・研究していくこと。 

 
４４））保保護護者者のの抱抱くく疎疎外外感感ににつついいてて  

保護者の自由記述からは、保育施設からの文書が読めないことや、こどもの様子がわからないこ

とから、「差別している」という明確なものまで、表現の幅はあるものの、異国の地で子育てをす

る親としての不安を表す記述が存在した。この「疎外感」ともとれる認識が、多文化保育を学ぶ機

会や保護者との交流の機会を求めることと表裏の関係にあると考察された。 

日常的なコミュニケーションの積み重ねの中でこうした疎外感が生まれているとすれば、おたよ
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り等の文書の翻訳や、保育者とのコミュニケーションの支援は、大変重要なものになる。また、特

定の行事に限った取り組みではなく、日頃からこども１人ひとりが多様であるという事実を当たり

前のこととし、互いから学び合えるような保育を行うことが、保護者の安心感につながると考えら

れる。 

 

実態⑰：保育における日常的なコミュニケーションや、こどもへの接し方から、外国人乳幼児の保

護者が、疎外感を抱くことがある。 

課題⑰：文書や口頭によるコミュニケーションへの支援、こどもの多様性を前提とした、インクル

ーシブな保育を行うこと。 

 

（（５５））中中国国ににおおけけるる保保育育者者のの資資格格ににつついいててのの文文献献研研究究かからら明明ららかかににななっったたこことと  

 本研究では、千葉市において最も多く在住し、保育施設への在籍も多いのは中国籍の乳幼児であ

ることが明らかになった。千葉市における外国人乳幼児の保育を考える時に、中国の保育とはどの

ようなものか、中国において保育に期待されているもの、そして保育者の役割はどのようなものか

を知ることは、我々に様々な示唆を与えてくれた。以下に、文献研究の結果明らかになったことを

まとめる。 
 
１１））保保育育施施設設にに求求めめらられれるる要要求求水水準準のの高高ささ  

 中国には、日本の厚生労働省にあたる衛生部門管轄の「託児所」で０～３歳児を、日本の文部科

学省にあたる教育部管轄の「幼児園」で３～５歳児を対象とした保育を行っている。日本の保育施

設の制度と異なる点の１つに、保育（教育）時間・日数がある。その中でも特に全日制、寄宿制は、

１日４時間を標準とする日本の幼稚園、原則８時間とされている保育所の保育時間を大幅に上回る

ものである。つまり中国では、こどもの生活と教育を保育施設が担う割合が日本よりもずっと高い

場合がある。同じことを保護者が日本の保育施設に対して期待することになると、必然的に要求水

準は高くなる。また、中国における保育者も、保育や幼児教育とはこどもの生活や教育のすべてを

担うものであると捉えている可能性がある。 
 
２２））専専門門性性のの差差異異  

 中国の保育者である「幼児園教師」と「保育員」の養成課程を取り上げ、専門性について検討し

た。「幼児園教師」は、中学卒業から４年制大学レベルまで５種類の形態の養成課程があるが、どの

レベルの養成機関を経ても取得できる「幼児園教師資格」は１種類である。また「保育員」は、幼

児園教師と比較すると、養成機関での専門教育を受けるというよりも、実務経験を積むことで得ら

れる資格となっている。どちらも保育の質を高めるために、国家試験が導入されたり、養成課程の

開発が求められている状況である。 
 日本では、幼稚園教諭免許も保育士資格も、高等学校卒業以上からの養成課程であるのに比べ、

中国では、中学卒業から資格を取ることができるという年齢や基礎学力の違いがある。また、特に
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「保育員」にかんしては、専門教育を受けるというよりも、実務経験によって得られる資格である

というところから、実践と省察から理論が作られ、理論を元に実践することを積み重ねてきた日本

の保育や幼児教育とは大きく異なることがわかった。 
 
３３））乳乳児児保保育育、、福福祉祉的的視視点点よよりりもも就就学学前前教教育育をを重重視視ししたた養養成成課課程程  

 中国の保育者資格の中でも、養成課程が存在する幼児園教師の養成課程と、日本の保育士養成課

程を比較した。その結果、実習にかんしては中国の方が多くの時間を割いており、就学前教育につ

いても様々な科目が存在したが、保育学の基礎である「保育原理」や「乳児保育」、またこどもの権

利を学ぶ福祉系の科目が設置されていなかった。また、日本の「子育て支援」にあたる科目が存在

したが、先述のように保育施設に期待される役割が日本と異なると考えられるため、同じものとし

て読み替えるのは難しいと考えられた。 
 また、両国に共通していたのは、多文化に対応する教科目が存在しないことであった。 
 
 このように、中国における保育・幼児教育施設の役割、そして保育者に期待されることは、日本

におけるそれとは様々な相違があることがわかった。背景には、それぞれの国の社会的状況や教育

観が存在していることが伺えた。 
 この調査から明らかになったことは、以下の２点にまとめることができる。 
① 中国において保育施設が担っている役割の実態から考えると、日本の保育施設を利用する中国

人保護者は、保育者に対して、日本の保育者に期待されるよりも多くのことを期待すると考え

られる。特に、養護と教育の両面を重視する日本の保育に比して、教育面での期待が大きくな

ると考えられる。また、日本では、養護の一部である生活習慣の獲得にかんして、こどもが自

ら必要性を感じて取り組むことを重視する文化があるが、中国では、全寮制の保育施設もある

ことから、生活習慣についての指導も、教育の一部として、大人の指示に従うことを重視する

傾向があると考えられる。 
② 中国の保育者資格の保有者は、保育施設に求められる役割や、養成課程から考えると、日本の

保育者に比べて、教育的意図を強く持っていると考えられる。 
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２２．．行行政政課課題題のの解解決決にに向向けけてて  

 
（（１１））量量的的なな把把握握かからら言言ええるるこことと  

１１））区区・・施施設設種種別別をを問問わわずず支支援援ででききるる体体制制作作りりのの必必要要性性 
 外国人乳幼児の保育にまつわる課題は、外国人乳幼児の分布等による地域差があり、切実な地域

とそうでない地域があると考えられる。日本保育協会の平成 20年度の調査１）によると、都道府県、

政令指定都市、中核市を合計しても、外国人乳幼児が入園している保育所の数を把握しているのは、

全体の 48.5％に過ぎなかった。第１章で述べたように、外国人数が増加しているのは千葉市だけで

なく、他にも数の把握を始めている自治体もあると思われる。 

本研究では、千葉市においてはじめて、保育・幼児教育の対象年齢であるすべての外国人乳幼児

の量的把握と、認可保育施設と幼稚園を含めた外国人乳幼児の量的な把握を試みた。その結果、す

べての区、すべての種別の保育施設において、多国籍の外国人乳幼児が存在すること、受け入れ経

験の浅い施設や、大勢の外国人乳幼児を受け入れているケース等、様々な実態があることがわかっ

た（実態①・②）。ここから、千葉市の保育施設に通う乳幼児が、どの地区のどのような種別の施設

に在籍していたとしても、適切な支援を享受できる体制が作られる必要性が導き出された（課題①・

②）。また、保育施設に在籍しない乳幼児も一定数いることがわかった（実態①）。非在籍児も含む

地域子育て支援も、外国人乳幼児の存在を前提に考える必要性があることがわかった（課題①）。 

 

２２））把把握握をを継継続続すするる必必要要性性  

量的把握は、支援を行う上での量的ニーズの調査にもなる。外国人数が全体に増加傾向にあるこ

とからも、今後も把握を継続していくことで、地域ごとの外国人乳幼児の保育や子育て支援に対す

るバックアップをするための基礎データとなりうると考えられる。 
また、ニーズという意味でより正確なデータを得るために、入園書類に、通訳支援を目的とした

母語を記入する欄を設けることも考えられる。 
 

（（２２））ババイイリリンンガガルル教教育育のの基基礎礎知知識識ににつついいててのの周周知知徹徹底底  

 保育者は外国人乳幼児の保育において、母文化尊重や母語保持よりも日本文化や日本語の理解を

重視する傾向があった（実態④）。保育者が乳幼児のバイリンガルとしての言語発達を支援するため

に、家庭では母語を話すことで母語発達を保障することや、こどもの母文化を尊重することの意味

を認識し、適切な言語発達環境を実現する必要性が導かれた（課題④）。 
 また、保護者自身が、こどもに日本語を身につけてほしい思いから、家庭で慣れない日本語を使

ってこどもとコミュニケーションをとる傾向が明らかになった（実態⑪）。保護者自身も、バイリン

ガルを育てる適切な環境について認識し、家庭では母語を使用することによって、こどもの第１言

語である母語の発達を促すことが必要になることがわかった（課題⑪）。 
 保育者と保護者にバイリンガル教育の基本的な考え方についての認識を促すためには、一般的に

は研修や学習会等が考えられる。しかしこのことは、保育者と保護者だけでなく、千葉市の保育に
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かかわるすべての部署や関係機関に広く周知する必要がある。そのためには、簡潔に書かれたリー

フレットを多言語対応で作成して配布したり、千葉市の外国人への案内のサイトに掲載するといっ

たことで、広くアクセスできるようにすることが考えられる。 
 
（（３３））受受けけ入入れれ体体制制のの整整備備  

 外国人乳幼児が保育施設に入園する前後において困り感が存在し、前の段階の困り感が解消され

ないことで、後の段階の困り感が発生、あるいは深刻化することがわかった（実態⑨）。また、これ

までも、保育施設からの要請に応じて行政や国際交流協会が通訳や翻訳等の支援を行っていること

がわかった（実態⑩）。 
しかし、実際には書類の多言語対応や通訳等の支援が行き届いていなかったために、説明が伝わ

らなかったり、手続きを手伝うことになるケースがあることがわかった。文書の内容がわからない

ことやこどもの様子がわからないことから、実態⑰のように、疎外感ともとれる感情を保護者に抱

かせている事実も確認され、これらの対応は、単なる伝達としてだけではなく、保護者との信頼関

係構築のためにも、必要であることがわかった。また、保護者が小学校就学に向けた情報を求めて

いることもわかった（実態⑮）。 
 これらのことから、以下のような受け入れ体制作りが必要であると考えられる。 
 
１１）） 保保育育・・幼幼児児教教育育施施設設のの役役割割のの説説明明、、利利用用のの仕仕組組みみ等等のの多多言言語語対対応応（（外外国国人人へへのの生生活活案案内内のの段段階階））  

千葉市の保育・幼児教育についてのガイドブックの作成と配布 
 

２２））入入園園前前、、入入園園説説明明・・手手続続きき、、園園生生活活とといいうう、、時時期期やや段段階階にに沿沿っったた支支援援  

①入園前の案内の段階：案内資料の多言語対応、通訳の配置、入園後の行政によるフォローア

ップ体制 

②入園説明・手続きの段階：申請書類や入園のしおり、児童票等の多言語対応、通訳支援 

③入園後の園生活の段階：日常生活におけるコミュニケーション支援（通訳支援）、おたより等

の多言語対応 

④小学校就学までに目指している育ちや具体的な就学手続きが見える多言語対応の案内 
 

 これらの支援を、保育施設のみで行うことは不可能である。保育施設にかかわる前の入園案内の

段階や、入園前後の説明における資料の多言語対応、通訳等は、行政が主導して国際交流協会等の

協力を得ながら組織的に行っていくことが求められる（課題⑨・⑮）。保育施設は、支援を得ること

によって、外国人乳幼児の保護者との信頼関係を築くことに集中することが可能になり、外国人乳

幼児の保護者は、支援を得ることによって、１人の保護者として大切に扱われていると感じる可能

性が高まる（課題⑰）。同じ理由から、令和２年度から導入されている日常の保育の中での通訳支援

は、今後拡充していくことで、確実に受け入れ体制の改善に寄与していくものと考えられる（課題

⑩）。    
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（（４４））多多文文化化共共生生保保育育をを実実現現すするる取取りり組組みみ  

 本研究は、外国人乳幼児の保育の現状を、困った状況と捉えることから、質の向上を目指す契機

と捉えるようになることを目指している。しかし現在、外国人乳幼児の保育に対する支援が十分に

行き届いていない状況で、まずは困り感に耳を傾け、必要な支援を考えることを優先した。そして、

保育環境や保育カリキュラムにおいての現状から、保育の質の向上に必要と思われる取り組みを考

察した。 
 
１１））ココミミュュニニケケーーシショョンン支支援援ととここどどもものの困困りり感感をを理理解解すするるたためめのの支支援援  

保育を行う上での困り感の主なものは、コミュニケーションの困難であり、これは、単なる意思

疎通の困難にとどまらず、こどもに対する養護と教育の機能を果たせないことにつながっているこ

とがわかった（実態⑤）。また、「困っていない」という認識に、日本語でのコミュニケーションが

できるという前提がある場合が存在することがわかった（実態⑥）。保育者にとっては困らないこと

でも、外国人乳幼児の文化的背景が踏まえられていないとしたら、これは「困ったこと」になる。 
 以上のことから、まず、保育者が外国人乳幼児と直接コミュニケーションをとることに対する支

援が必要であることがわかる（課題⑤）。通訳支援は、保護者との間で求められがちであるが、こど

もの気持ちを保育者に伝えたり、保育者の考えをこどもに伝えることの積み重ねから、こどもが安

心して活動に参加したり、自らの思いを表現しようという意欲を育てていくことが可能になる。ま

た、保育者と共にこどもを理解することで、そのこどもの保護者と保育者との間でのコミュニケー

ション支援も円滑に行うことができる。 
また、外国人乳幼児の困り感を正しく認識するためには、そのこどもの母文化における価値観や

生活習慣を知ることが必要になる（課題⑥）。そのためには、保育者が必要とした時にこうした情報

提供が受けられることが望ましい。通訳支援がそれを担うことができる場合もあるかも知れないが、

（７）に挙げる関係機関との連携体制の中で保育者を支援することができれば、より行き届いた支

援が可能になると考えられる。また、（２）に挙げたバイリンガル教育についての基礎知識について

の周知も、こどもの困り感の認識を助けるものと考えられる。 
 
２２））文文化化的的多多様様性性をを尊尊重重ししたた環環境境構構成成やや保保育育カカリリキキュュララムムのの構構築築  

 １）の支援をベースとして、保育環境や保育カリキュラムに文化的多様性を反映していくことが

必要になることがわかった（実態③）。 
保育環境としては、外国人乳幼児の出身国に印をつけた世界地図や、その国で大切にされている

行事や習慣、簡単な挨拶等を紹介する掲示をすることや、保育室に多様な肌の色の人形や、多様な

国の言葉で書かれた絵本、テーブルゲームを設置する等、こどもや保護者が普段何気なく触れる環

境に、文化的に多様であることが当たり前であることを示すものを置くこと等が考えられる。 
保育カリキュラムとしては、外国人乳幼児の国の遊びを取り入れたり、母語を取り入れることで、

外国人乳幼児が主体的に遊びに参加できるように支援することが考えられる。好きな遊びをする時

間にこどもが自分からしている遊びや、こども同士の自然な関わりを尊重し、文化や価値観との関
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係も含めその遊びや関わりの理解を深めていくことも大切である（課題③）。 
保育カリキュラムにかんしては、送迎時に保護者が目にする掲示等で、その日に行われた活動や

遊びを紹介する際、外国人乳幼児が他のこどもと共に参加している様子を、写真や、やさしい日本

語、できれば簡単な母語を交えて紹介することが考えられる。保護者が普段の保育者のこどもに対

する接し方から疎外感を感じる場合があることが確認されていることから（実態⑰）、活動や遊びの

紹介は、報告や伝達という意味だけでなく、活動における保育者の意図や、こどもに対する理解、

どの子も大切にしているという保育者の考えを保護者に知らせていく重要な資料ともなり得ると考

えられる（課題⑰）。 
 アンケートからは、食事や服装等の習慣、トラブル等の際のこどもや保護者の表現等が、日本の

それと異なる場合に、保育者が戸惑う場合が多いことがわかった。これらのことは、母文化におけ

る価値観や習慣によるところが大きいと考えられるため、危険等のない限り、まずは否定すること

なく、保育現場との折り合いをつけることが必要となる。 
 こうした取り組みは、必ずしも即効性がある訳ではなく、地道なものであるが、外国人乳幼児が

一人の仲間として受け入れられているという感覚を持つためには、必要なことである。また、１）

の支援が行き渡ることによって、外国人乳幼児やその保護者に対する理解が深まり、どのようなこ

とを保育環境やカリキュラムに取り入れることが適切か、より明確になると考えられる。 
 
（（５５））外外国国人人乳乳幼幼児児のの保保護護者者にに対対すするる支支援援  

１１））日日本本語語ででココミミュュニニケケーーシショョンンががででききなないい保保護護者者へへのの支支援援  

 保育者は外国人乳幼児の保護者とのコミュニケーションに困難を感じていること、その困難が

様々な困難に派生し、中でも保護者と信頼関係を築けないことが、適切な保育・保護者支援ができ

ないということにつながっていることがわかった（実態⑦）。一方、保護者も保育者とコミュニケー

ションをとれないことにより、保育施設でのこどもの発育状況等がわからないという不安を持って

いることがわかった（実態⑬）。保育者、保護者双方が、互いにコミュニケーションをとることを求

めつつも、言語が障壁となり、それができずに様々なことに困難や不安を感じているわけである。 
 以上のことから、日本語でコミュニケーションができない保護者に対し、何らかの支援をしてい

く必要があると思われる。具体的に考えられる支援として、１つには、保育者と保護者の面談の際

や、こどもの送り迎え時にこどもの様子を伝える際等、然るべき場面に通訳者を入れることである。

また、連絡帳や日々の活動を伝える壁新聞等を翻訳すること（課題⑦）で、保護者はこどもの様子

をより詳しく知ることができ、安心感につながるだろう。さらに、保育施設以外の、医療機関や保

健所等、子育てに関わる機関においても、日本語でのコミュニケーションが必要とされる場面にお

いては、通訳等の支援が必要である（課題⑬）。 
 コミュニケーション支援によって互いの意思を伝え合うことが可能となり、保護者支援の土台と

なる信頼関係の構築につながると考えられる。しかしながら、保育者は保護者の文化的ルーツを理

解することよりも、日本の文化・慣習や保育施設への適応を優先していることがわかった（実態⑧）。

一方の保護者は、日本の文化・慣習を理解することや保育施設への適応を拒んでいるわけではない
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ものの、自身の考えを理解してほしいという思いも同時に持っている。このことから、通訳を介す

ること等によってコミュニケーションが可能になった際には、意思疎通を図るだけでなく、保護者

の考えやその考えの背景にある母文化・習慣等について理解するよう努めることが期待される。（課

題⑧）。 
 
２２））保保護護者者同同士士がが相相互互理理解解をを図図るる機機会会のの保保障障  

 保護者は、多文化保育を学ぶ機会や、保護者同士が交流する機会を持つことを望んでいることが

わかった（実態⑭）。言語の障壁はあるものの、その問題を解消することよりも、日本人保護者や他

の外国人乳幼児の保護者との直接的な交流の機会を望んでいるのである。 
 本研究の結果からは、各保育施設の保育参加や懇談会等において、保護者が外国籍のこどもや障

害児等の多様なこどもの保育について理解を深める取り組みが行われていることがわかったが、そ

のような取り組みがより多くの保育施設で行われることが望まれる。今後、外国人乳幼児の保護者

を含む保護者同士の交流のあり方をさらに検討し、より多くの保育施設において実施されることが

必要である（課題⑭）。また、その際には、各保育施設の保護者間交流の好事例等を互いに情報交換

できるとよい。何十年も前から外国人乳幼児を受け入れてきた保育施設もあれば、受け入れて間も

ない施設もある。各保育施設のこれまでの取り組みを多文化共生という観点から検証し、共有して

いくことができる仕組み作りを行政が支援することも必要であろう。 
 
３３））保保護護者者のの困困りり感感ををよよりり詳詳ししくく知知るるこことと  

 本研究の結果からは、保護者の困り感や要望は、個人差が大きく多様であることがわかった（実

態⑯）。日本語でのコミュニケーションができないことに大きな困り感を抱いている保護者もいれ

ば、それよりも文化的側面の尊重を求めている保護者もいる。 
 保護者の困り感をより詳しく把握することは、保護者支援の一環として重要なことであり、今後

は、保護者の困り感や要望、その背景について、より詳しく調査していくことが必要である（課題

⑯）。 
 
（（６６））保保育育支支援援者者ととししててのの、、外外国国人人雇雇用用  

 外国人乳幼児の保護者は公的な育児サポートをあまり利用しておらず、同国出身者から私的にサ

ポートを得ていることがわかった（実態⑫）。公的サポートの情報保障の不十分さからあまりそれ

らを利用していないこともあるが、同国出身者同士で私的に育児を支え合うのは、同国出身者とい

う安心感があることが大きいのであろう。 
 以上のような観点から、保育の支援者として外国人を雇用していく必要があると思われる。その

際、中国をはじめとする外国の保育者資格保有者であることは、それぞれの国の保育観や保育者に

求められる役割の違い等から、必ずしも雇用の必須条件にはならないと考える。 
 保育を支援する外国人には、まず、自国の保育観や保育施設の役割との違いを前提に、日本の保

育施設の目的や役割を理解してもらうことが必要になるだろう。その上で、外国人乳幼児や保護者
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が安心し、日本の保育施設の環境に慣れていけるようサポートする役割が求められる。また、それ

と同時に、外国人乳幼児や保護者の言動の意味を文化的背景と共に保育者に伝えることも重要であ

り、双方の橋渡しをする役割が期待される。 
具体的には、日本の保育者による外国人乳幼児の理解を支える役割として、こどもの気持ちや言

葉を聞き取ってもらうことや、外国人の保護者支援のために保護者と保育者の間に立って通訳をし

てもらう等の役割が考えられる。ただしその際には、外国人の支援者だけに頼るような状況になら

ないよう、保育者と共に取り組む体制を作ることを前提としなければならない。 
さらに、長期的な施策として考えられるのは、日本の保育者資格を持つ外国人保育者の養成であ

る。この点については、地域の保育者養成校と連携していく必要があるだろう。 
 
（（７７））連連携携シシスステテムムのの構構築築  

令和２年度から導入されている通訳支援は、保育施設からの要請を出発点とする従来の支援体制

と異なり、行政主導で行われている現場へのアウトリーチ型の支援である（実態⑩）。外国人乳幼児

の保育において困ったことがあったときに、まず相談してみようと思える拠り所が存在することは、

保育施設にとってこれまでになく意義深いことであることがわかった。 
この通訳支援は、現在限られた地域・園で行われている。これを拡充していくことがまず重要で

あると考えられる。 
もう１つは、これまでも支援を求めてきた関係機関との、恒常的な連携体制の構築である。保育

施設への受け入れ体制作りのための通訳や翻訳等の支援は、毎年必要なものである。こうした支援

については、行政のコーディネートにより、国際交流協会等の協力を得ながら組織的に行う体制を

作っていくことが考えられる。また、保育施設が外国の文化や習慣等についての情報を求めたとき

に、国際交流協会から情報提供を受けられる等、行政を介さない直接的な連携体制があることで、

国際交流協会にとっても、保育施設を窓口として外国人に支援を届け易くなると考えられる（課題

⑩）。 
さらに、保護者アンケートから、外国人乳幼児の保護者が最も頼っていたのは、同国出身者のサ

ポートであることがわかった。このことから、私的サポートを行うコミュニティとの連携を図るこ

とも重要であると考えられた。行政が市の育児サポートの案内等を外国人のコミュニティに届ける

ことで、市の育児サポートについて周知すると共に、利用してもらうことで日本人保護者との交流

を図ることができる。 
 
（（８８））保保育育施施設設非非在在籍籍児児をを含含むむ地地域域子子育育てて支支援援へへのの取取りり組組みみ  

どの区にも外国人乳幼児がおり、保育施設に在籍しているこどもと、そうでないこどもがいるこ

とがわかった（実態①）。在籍・非在籍を問わず行われる地域子育て支援が、外国人乳幼児とその保

護者にも届くようにする必要があるが、実際には日本語でのコミュニケーションが困難であるため

に、情報にアクセスできない、あるいは情報があっても内容を理解できないために利用できていな

いことがわかった（実態⑫）。 
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まず必要なのは、地域子育て支援の案内の多言語対応である。リーフレットやウェブサイトを作

成し、国際交流協会のサイトとのリンクを貼ることに加え、（７）で述べたように外国人コミュニテ

ィに周知する等の努力が必要になる。情報が行き渡ることで、こうしたサービスが利用できること

が、外国人コミュニティで共有・継承されていくことも期待できる（課題①・⑫）。 
実際の子育て支援の場においては、支援が成り立つように、外国人乳幼児やその保護者とのコミ

ュニケーション支援が必要になると考えられる。離乳食や予防接種、感染症等についての案内も、

多言語対応のものを作成することで、保健所や医療につなぐ場合にも、コミュニケーションの助け

になると考えられる（課題⑫）。 
 
 

３３．．今今後後のの課課題題  

 

 本研究では、多文化共生保育に向けた第一歩として、外国人乳幼児の数の把握をはじめ、保育施

設アンケート・保護者アンケートから外国人乳幼児の保育の実態と課題を明らかにすることを試み

た。 

 行政の把握するデータ（千葉市在住の外国人乳幼児数）の活用や、幼保運営課からの直接の呼び

かけによって施設アンケートの高い回収率を得たこと等、共同研究の強みを最大限に活かして、お

およそ目的は達成されたと考える。 

 しかしながら、今回の研究で十分把握できなかったこと、そして今後追求していくべきことも明

らかになった。今後の課題として以下に示す。 

 

（（１１））外外国国人人乳乳幼幼児児のの保保育育ににかかんんすするる具具体体的的なな取取りり組組みみのの整整理理・・検検証証・・共共有有  

 本研究では、外国人乳幼児の保育への行政による支援が始まったばかりであることを鑑み、まず

は現場における困り感を優先してアンケート調査を実施した。しかし実際には、20年以上前から外

国人乳幼児の保育を担ってきた保育施設もあり、そこでは様々な努力がなされ、実績が積まれてき

たと考えられる。 

 各保育施設が手探りで外国人乳幼児や保護者との信頼関係を作ろうとしてきた具体的な取り組み

や保育の工夫は、貴重なものであると考えられる。多文化共生保育を目指すにあたり、先人達の取

り組みを整理・検証し、共有していくことが必要であると考えられる。 

 

（（２２））外外国国人人乳乳幼幼児児のの保保護護者者にに対対すするる調調査査  

本研究における外国人乳幼児の保護者へのアンケートは、もともとどの程度の人数の外国人乳幼

児が、どのように分布しているのかを把握していない状況で、すべてを網羅することはできなかっ

た。その代わりに、最も数の多かった中国、そして通訳支援の対象にもなっているスペイン語使用

の保護者に絞るという形をとって行い、一定のデータを得た。 

しかし、外国人乳幼児の人数や分布がおおよそ明らかになったところで、より広範な、多国籍の
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保護者を対象として調査をすることが可能になる。国籍や言語、同国出身者のコミュニティの有無

等によっても、今回把握できたものとはまた異なる困り感や要望が明らかになると考えられる。 

また、本研究では日本語で作成したアンケート調査を外国語に翻訳して実施した。しかしながら、

第３章２．でも考察したように、アンケートへの回答がデータとして無効になってしまうものも複

数あったことから、アンケートという調査方法そのものに馴染みがない場合もありうる。このこと

から、外国人乳幼児の保護者に適した調査方法の研究が必要であると考えられる。 

 

（（３３））非非在在籍籍児児のの把把握握  

 本研究は、千葉市全体としての外国人乳幼児の人数把握、保育施設への在籍・非在籍人数につい

て調べたが、その後は保育施設に在籍する外国人乳幼児の保育の実態に着目して研究を進めてきた。

つまり、保育施設に在籍しない外国人乳幼児については、それ以上掘り下げていない。 
 大まかな保育施設在籍の傾向としては、千葉市全体のそれと一致していたものの、保育施設に在

籍していない外国人乳幼児が、就学までの時期をどのように過ごすのか、ということも、重要なこ

とである。いずれ何らかの保育施設に在籍するこどももいようが、保護者の考えで保育施設に通う

ことを選択しない場合、あるいは本研究で子育て支援の情報が保育施設の保護者にすらあまり知ら

れていなかったように、情報保障の問題から、通いたくても通えない場合も考えられる。場合によ

っては、外国人の不就学につながる問題となりうる。 
 そのため、保育施設非在籍児の実態についても、今後明らかにする必要がある。 

 
 
 

【参考文献】 
１）日本保育協会（2008）．保育の国際化に関する調査研究報告書． 
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４４．．多多文文化化共共生生保保育育のの実実現現にに向向けけたた連連携携ののイイメメーージジ図図  
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千葉市の保育・幼児教育施設における外国人児童の保育の実態に関するアンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本調査における「外国人児童」とは、下記の条件を 1 つでも満たした児童を指します。 

①外国籍である。 

②外国語を使用する。    

③主な使用言語は日本語だが、外国にルーツがある。 

  
 

以下、ご記⼊いただきますようお願い致します。 
 
                

貴施設名：                                                   
 

記⼊責任者：                            役職：          
 

 

 

 

ID：        

 

 

 

このアンケートは、貴施設の「外国人児童の保育の実態」についてお伺いするもの

です。お答えいただいた回答は、統計的に集計、処理され、施設名などが特定されるこ

とは一切なく、また調査以外の目的で使用されることも一切ございません。本調査の

結果は、多様性を尊重した保育の実現に向けた支援体制づくりにつながります。何卒

ご協力をよろしくお願い致します。 

 

アンケートは、施設長（所長・園長）にお答えいただきますようお願い致します。 

保育・幼児教育施設アンケート 
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1. 貴施設の基本情報についてお伺いします。 

問1 貴施設の分類について、当てはまる番号に〇をつけてください。 

① 保育園  ② 認定こども園  ③ 家庭的保育事業  ④ 小規模保育事業  ⑤ 事業所内保育事業  ⑥ 幼稚園 

 

問2 設置主体について、当てはまる番号に〇をつけてください。 

① 公立  ② 社会福祉法人  ③ 学校法人  ④ 宗教法人  ⑤ NPO 法人  ⑥ 株式会社  ⑦ その他 

 

問3 施設認可年月を教えてください。 

西暦（      ）年（   ）月    認可（     ）年目 

 

問4 所在地について、当てはまる番号に〇をつけてください。 

① 中央区  ② 花見川区  ③ 稲毛区  ④ 若葉区  ⑤ 緑区   ⑥ 美浜区 

 

問5 職員（非常勤・パート含む）の保育者としての経験年数を教えてください。 

 

 

 

 

問6 児童定員数を教えてください。 

（     ）名 

 

問7 現在（2020 年 9 月 1日時点）の入所児童数とその内の外国人児童数を教えてください。 

 

 

 

 

問8 現在（2020 年 9 月 1日時点）入所の外国人児童の使用言語別人数について分かる範囲で教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問9 貴施設では、外国人児童の受け入れを開始してからどのくらい経ちますか。当てはまる番号に〇をつけてください。 

① 受け入れたことがない  ② 5 年未満  ③ 5～10 年未満  ④ 10～20 年未満  ⑤ 20 年以上 

 

※なお、「① 受け入れたことがない」と回答された場合も、問 10 以降の質問にもご回答ください。 

1～3 年 

未満 

3〜5 年 

未満 

5～10 年 

未満 

10 年～15 年 

未満 

15 年～20 年 

未満 

25 年 

以上 

合計 

    名    名 名    名    名    名   名 

 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

入所児童数    名    名    名    名    名    名    名 

内、外国人児童数    名    名    名    名    名    名    名 

 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

1. 中国語    名    名    名    名    名    名    名 

2. 英語    名    名    名    名    名    名    名 

3. スペイン語    名    名    名    名    名    名    名 

4. 韓国語    名    名    名    名    名    名    名 

5. ポルトガル語    名    名    名    名    名    名    名 

6. 日本語    名    名    名    名    名    名    名 

7.     名    名    名    名    名    名    名 

8.     名    名    名    名    名    名    名 

合計    名    名    名    名    名    名    名 
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2. 貴施設の保育内容・保育環境についてお伺いします。 

問10 貴施設の一日の活動内容についてお伺いします。 

①貴施設の開園時間と閉園時間を教えてください。下記のグラフの【時刻】の下に（開園）・（閉園）とご記入ください。 

②一日の中で、「保育者が活動を設定し、一斉に活動する時間（食事・午睡等の生活時間は除く）」を下記のグラフに矢印で

ご記入ください。年齢は、3歳以上児を想定してください。 

 

【例】開園が 9:00、閉園が 14:00、「保育者が活動を設定し、一斉に活動する時間」が 12:30～14:00 の場合。 

 

 

 

       （開園）                  （閉園） 

 

【貴施設】 

 

 

 

 

 

問11 貴施設の保育環境についてお伺いします。当てはまる番号に〇をつけてください。 

質問項⽬ 全く 
当てはまらない 

あまり 
当てはまらない 

やや 
当てはまる 

とても 
当てはまる 

1. 
1 ⽇の活動の流れが視覚的にわかるように、保育室内にイラストカ
ード等が掲⽰されていて、こどもが常に今が何の活動の時間なのか
を把握できる。 

1 2 3 4 

2. 
次の⽇に必要な持ち物等を、⽂字だけではなく、イラストや実物等
を⽤いて掲⽰している。 

1 2 3 4 

3. 遊び空間がコーナーに分かれている（低い棚等で仕切られている）。 1 2 3 4 

4. 
玩具の収納場所には、こどもが⼀⽬で玩具の位置がわかるような 
ラベルシール（写真等）が貼ってある。 

1 2 3 4 

5. 
保育室内に⼀⼈になって静かになれるような場（例えば、ソファー
やテント等）がある。  

1 2 3 4 

6. 保育室はこどもが安⼼して過ごせるような⼼地よい⾊合いである。 1 2 3 4 

7.  
プラスチック等の⼈⼯的な素材よりも、⽊材・⽯等の天然素材の 
家具や玩具が多い。 

1  2 3  4 

8.  
似ている玩具・教材は⼀緒に収納されている（例えば、クレヨン、
テープ、画⽤紙等、製作に必要なものは同じ棚にある）。 

1 2 3 4 

9.  
こどもたちが使いたい玩具を⾃分で⾒つけて⼿に取れるような場所
に玩具が置かれている。 

1 2 3 4 

10. 

保育室内にある玩具は、そのクラスのこどもたちの⽂化的・⾔語的
な多様性をふまえて選ばれている（例えば、ままごとコーナーには
様々な肌⾊・髪⾊の⼈形が置いてある。絵本コーナーには⽇本語以
外の⽂字で書かれた絵本が置いてある、等。） 

1 2 3 4 

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
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問12 貴施設の保育カリキュラムや保育内容についてお伺いします。当てはまる番号に〇をつけてください。 

3. 貴施設の外国人児童の保育の実態についてお伺いします。 

問13 貴施設の外国人児童の入園を受け入れる体制についてお伺いします。当てはまる番号に〇をつけてください。 

問14 貴施設の外国人児童の保育についてお伺いします。当てはまる番号に〇をつけてください。 

質問項目 
いいえ どちらかと

いえば 

いいえ 

どちらかと

いえば 

はい 

はい 

1. 園⾏事の中に、多様な⽂化に親しむ⾏事がある。 1 2 3 4 

2. 
普段の保育の中で、多様な⽂化に親しむ遊び・活動がある。 
（外国の遊び・玩具や⾷事を取り⼊れる等） 1 2 3 4 

3. 
多様な習慣や⽂化を前提とし、⾷・睡眠等の⽣活⾯に柔軟に 
対応している。 1 2 3 4 

4. 普段の保育の中で、⽇本語以外の⾔語に触れる機会がある。 1 2 3 4 

5. 
同じ活動・遊びであっても、多様な参加の仕⽅ができることを 
重視している。 1 2 3 4 

6. 皆が同じように活動・遊びに参加できることを重視している。 1 2 3 4 

7. 保育参加や懇談会等で、保護者が外国籍のこどもや障害児等、 
多様なこどもの保育について、理解を深める機会がある。 1 2 3 4 

質問項目 いいえ はい 

1. 外国⼈児童と保護者の為の通訳アプリ等のコミュニケーションツールがある。 0 1 

2. 保護者の為の外国語で書かれた⼊園案内書等がある。 0 1 

3. 外国⼈児童の受け⼊れを想定した職員配置がなされている。 0 1 

4. 通訳を頼める保護者がいる。 0 1 

5. 通訳ボランティアがいる。 0 1 

6. 外国⼈児童に関する研修に参加し、多⽂化理解を深めている（園内研修も含む）。 0 1 

7. 外国人児童の受け入れのための保育マニュアル等がある。 0 1 

8. 外国人児童の小学校就学のための制度や手続きに関する情報を周知している。 0 1 

質問項目 
全く 

当てはまらない 

あまり 
当てはまらない 

やや 
当てはまる 

とても 
当てはまる 

1. 
日本の文化・生活習慣を理解してもらうように保育の中で働きか
けている。 

1 2 3 4 

2. そのこどもの母文化・生活習慣を維持するように援助している。 1 2 3 4 

3. 
こどもの知的な発達や人格的な発達を促すために、日本語を習
得できるように指導している。 

1 2 3 4 

4. 
園において、保育者はこどもとのコミュニケーションで日本語を
使用している。 

1 2 3 4 

5. 
園において、保育者はこどもとのコミュニケーションで、通訳
者を介さずにそのこどもの母語を使用している。 

1 2 3 4 

6. 
家庭において、保護者とこどものコミュニケーションでは、日
本語を使用するように伝えている。 

1 2 3 4 

7. 
家庭において、保護者とこどものコミュニケーションでは、母
語を使用するように伝えている。 

1 2 3 4 
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問15 日頃の保育の中で、以下の場面や事柄について、外国人児童自身はどのように感じているとお考えですか。当てはまる番号

に〇をつけてください。（判断基準：年齢相応にできずに困っているかどうかで判断してください） 

問 16-1 外国人児童の保育で、保育者は以下の事柄についてどのように感じていますか。当てはまる番号に〇をつけてください。 

問 16-2 外国人児童の保育で、保育者が困る場面の例をご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

問 17-1 外国人児童の保護者と関わる中で、保育者は以下の事柄についてどのように感じていますか。 

当てはまる番号に〇をつけてください。 

質問項目 
全く 

困っていない 
あまり 

困っていない 
やや 

困っている 

とても 
困っている 

1. 

生活
習慣 

手洗い・排泄の場面 1 2 3 4 

2. 食事の場面 1 2 3 4 

3. 午睡の場面 1 2 3 4 

4. 
自由 
遊び 

好きな遊びを見つけて遊ぶこと 1 2 3 4 

5. 友達と一緒に遊ぶこと 1 2 3 4 

6. 

集団 
活動 

活動の意味や方法を理解して集団活動に参加すること 1 2 3 4 

7. 集団活動を楽しむこと 1 2 3 4 

8. 活動の流れの見通しをもつこと 1 2 3 4 

9. 

言葉 

自分の思いを日本語で表現すること 1 2 3 4 

10. 保育者の言葉を理解すること 1 2 3 4 

11. 仲間の言葉を理解すること 1 2 3 4 

質問項目 
全く 

困っていない 
あまり 

困っていない 
やや 

困っている 

とても 
困っている 

1. こどもと信頼関係を築くこと 1 2 3 4 

2. こどもの心身の発達の状況や課題を把握すること 1 2 3 4 

3. こどもの思いを理解すること 1 2 3 4 

4. こどもに保育者の思いを伝えること 1 2 3 4 

質問項目 全く 
困っていない 

あまり 
困っていない 

やや 
困っている 

とても 
困っている 

1. 保護者と信頼関係を築くこと 1 2 3 4 

2. 保護者と共通の意識を持ってこどもを支援すること 1 2 3 4 

3. 保護者の伝えたいことを理解すること 1 2 3 4 

4. 保護者に伝えたいことを理解してもらうこと 1 2 3 4 

5. 文化の違いを踏まえて、家庭の方針を理解すること 1 2 3 4 

6. 
文化の違いを踏まえて、園としての保育の意図を理解して 
もらうこと 

1 2 3 4 
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問 17-2 外国人児童の保護者と関わる中で、保育者が困る場面の例をご自由にご記入ください（入所・入園後の保護者とのやりと

りだけではなく、入所・入園までの手続きにおける保護者とのやりとり等も含む）。 

 

 

 

 

問 18 外国人児童の入園の受け入れにあたり、連携している関係機関に〇をつけ、連携の具体的内容を   にご記入ください。 

 ① 地方自治体 

 

② 小学校 

 

③ 保健所 

 

④ 病院 

 

⑤ 外国大使館 

 

⑥ 地域の国際交流協会やボランティアグループ 

⑦ その他 

 

問 19 今後、外国人児童の入園を受け入れるにあたり、地方自治体の支援として何が必要ですか。下記の中から上位 3 つを選び、 

順位の欄に 1～3までご記入ください。 

 

 

支援内容 
順
位 

1. 外国人児童の保育マニュアルの配布  

2. 外国人児童の保育の研修会の開催  

3. 研修会参加費用の補助  

4. 外国語会話の学習会の開催  

5. 通訳の配置  

6. 通訳雇用のための補助金の加算  

7. 職員配置が厚くなるような人員配置基準の見直し  

8. 外国人児童の加配保育者の配置  

9. 国際交流協会の支援  

10. 施設に入所（園）するまでに必要な情報を外国語で記載した案内（各施設の入園案内、施設選びの手引き等）  

11. 施設に入所（園）してからのルール等を外国語で記載した案内（施設のルール、施設が発行するお便りの翻訳等）  

12. その他（ご自由にご記入ください：                                  ）  
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千千葉葉市市のの保保育育・・幼幼児児教教育育施施設設をを利利⽤⽤すするる  
外外国国⼈⼈児児童童のの保保護護者者のの意意識識おおよよびびニニーーズズにに関関すするるアアンンケケーートト  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※ 何区に在住していますか。当てはまる番号に○をつけてください。 
 

1. 中央区  2. 花⾒川区  3. 稲⽑区  4. 若葉区  5. 緑区  6. 美浜区 

 

※ 在籍施設名を記⼊してください。 

 

                            

このアンケートは、「外国⼈児童の保護者の意識およびニーズ」についてお聞きするものです。本調

査の結果は、多様性を尊重した保育の実践および保護者の理解を深めることにつながります。お答えい

ただいた回答は、調査以外の⽬的で使⽤されることは⼀切ございません。また、結果公表の際には、個

⼈が特定されないよう配慮いたします。何卒ご協⼒をよろしくお願い致します。 

保護者アンケート 
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質問 3-1 家庭では、こどもとの会話で何語を使⽤していますか。当てはまる番号に○をつけてください。 
 
1. ⺟語のみ   2. ⽇本語のみ   3. ⺟語と⽇本語の両⽅   4. その他（         ） 
 
質問 3-2 家庭では、同居している⼤⼈同⼠の会話で何語を使⽤していますか。当てはまる番号に○をつけてください。 
 
1. ⺟語のみ   2. ⽇本語のみ   3. ⺟語と⽇本語の両⽅   4. その他（         ） 
 
質問 4 こどもの⽇本語習得について教えてください。当てはまる番号に○をつけてください。 
 
1. ⼗分に習得できている  2. あまり習得できていない  3. ほとんど習得できていない  4. 習得できているかどうか分からない 
 
質問 5 こどもの⽇本語習得についてどのように考えていますか。当てはまる番号に○をつけてください。 

 
質問 6 こどもの⺟語習得について教えてください。当てはまる番号に○をつけてください。 
 
1. 年齢相応に習得できている  2. 年齢相応に習得できていない  3. 年齢相応に習得できているかどうか分からない 
 
質問 7 こどもの⺟語習得についてどのように考えていますか。当てはまる番号に○をつけてください。 

  
質問 8-1 現在、⼦育てをする上で、千葉市が提供している以下の育児サポートをどの程度利⽤していますか。当てはまる番号に○を 

つけてください。  

 
 
質問 8-2 8-1 で「利⽤したことがない」に○をつけた⽅は、以下の内、当てはまる番号に○をつけ、【】に質問項⽬番号をご記⼊く 

ださい。 
 

1. 情報を知らないから【       】      2. ⽇本語が分からないから【                】 
3. 必要ないから【          】      4. その他（               ）【       】 

質問項⽬ 全く当て 
はまらない 

あまり当て 
はまらない 

やや当て 
はまる 

とても当て 
はまる 

1. ⽇本で⽣活するために必要と考えている 1 2 3 4 
2. 学校で学習するために必要と考えている 1 2 3 4 
3. こどもがアイデンティティを形成するために必要と考えている 1 2 3 4 

質問項⽬ 全く当て 
はまらない 

あまり当て 
はまらない 

やや当て 
はまる 

とても当て 
はまる 

1. ⽇本で⽣活するために必要と考えている 1 2 3 4 
2. 学校で学習するために必要と考えている 1 2 3 4 
3. こどもがアイデンティティを形成するために必要と考えている 1 2 3 4 

質問項⽬ 利⽤したこと
がない 

ほとんど利⽤
していない 

時々利⽤ 
している 

よく利⽤ 
している 

1. 
健康・医療 

⼦育てをする際に利⽤可能な保護者対象の「健康・医療」制度（健
診、健康相談、訪問指導など） 1 2 3 4 

2. ⼦育てをする際に利⽤可能なこども対象の「健康・医療」制度（健
診、予防接種など） 1 2 3 4 

3. 

保育 

通常の保育時間を超える時間に保育を受けられる制度（延⻑保育） 1 2 3 4 
4. 短時間でも預かってくれる制度（⼀時預かり事業） 1 2 3 4 
5. 休⽇でも預かってくれる制度（休⽇保育） 1 2 3 4 
6. 病気の時でも預かってくれる制度（病児・病後児保育） 1 2 3 4 

7. 
保育園・幼稚園への送迎や、通院や急⽤など保護者が必要とする場
合にサポーター宅で預かってくれるなどの援助を受けられる制度
（ファミリーサポートセンター） 

1 2 3 4 

8. 
講座 

⼦育て交流（プレパパママ講座、離乳⾷教室など） 1 2 3 4 

9. ⼦育てについて専⾨的な知識を得る講演会（育児・疾病についての
講座など） 1 2 3 4 

10. イベント 
⼦育て中の悩み相談や情報交換、リフレッシュが⾏える親⼦で参加
できるサークル（ダウン症、多胎児、アトピー性⽪膚炎などテーマ
別のものも含まれる） 

1 2 3 4 

11. 施設 
同世代のこどもを持つ家族と交流する場や⼦育てのことを継続的
に話せる場（⼦育て⽀援館、地域⼦育て⽀援センター、⼦育てリラ
ックス館など） 

1 2 3 4 

12. ⼦育てに関
する相談 

⼦育てで困った時に相談できる保育の専⾨家（保育者、保健師など） 1 2 3 4 
13. ⼦育てで困った時に相談できる相談窓⼝（各区保健福祉センターなど） 1 2 3 4 
14. 総合案内 千葉市⼦育てナビ、各区⼦育て⽀援コンシュルジュ 1 2 3 4 
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質問 8-3 現在、⼦育てをする上で、以下の⼈からのサポートをどの程度得られていますか。当てはまる番号に〇をつけてください。 

 
質問 8-4 あなたが⼦育てをする上で、どのようなことに困りましたか、あるいは困っていますか。ご⾃由にお書きください。  

 
質問 9 ⼊園するまでに，以下の事柄についてどのように感じましたか。当てはまる番号に〇をつけてください。 

 
質問 10-1 現在、在籍している保育施設において、あなた⾃⾝は、以下の事柄についてどの程度困っていますか。当てはまる番号に 

〇をつけてください。 

 
質問 10-2  10-1 の質問項⽬以外で、現在、在籍している保育施設において、あなた⾃⾝が困っていることについて、ご⾃由にお書き 

ください。 

質問項⽬ 
サポート
を得たこ
とがない 

ほとんどサ
ポートを得
ていない 

時々サポ
ートを得
ている 

よくサポ
ートを得
ている 

1. 地域のボランティアグループ（NPO など）のメンバー 1 2 3 4 
2. ⽇本に在住している親・親戚 1 2 3 4 
3. 同じ保育施設を利⽤している、あるいは利⽤していた同国出⾝の保護者 1 2 3 4 
4. 同じ保育施設を利⽤している、あるいは利⽤していた⽇本⼈の保護者 1 2 3 4 
5. 同じ保育施設を利⽤していない同国出⾝の保護者 1 2 3 4 
6. 同じ保育施設を利⽤していない⽇本⼈の保護者 1 2 3 4 
7. その他（                            ） 1 2 3 4 

質問項⽬ 全く困ら 
なかった 

あまり困ら 
なかった 

やや 
困った 

とても 
困った 

1. 
保育施設
選び・⼊
園⼿続き
に関して 

⼊園に必要な情報（保育施設の⼀覧、⼊園⼿続き）に、⺟語でアクセスで
きること 1 2 3 4 

2. ⼊園について相談できる相⼿を⾒つけること 1 2 3 4 
3. 保育施設を利⽤するための条件を理解すること 1 2 3 4 
4. 市役所や区役所の窓⼝で、⼊園の相談をすること 1 2 3 4 
5. 

⼊園⼿続
きの実⾏
に関して 

⼊園書類を取り寄せること 1 2 3 4 
6. ⼊園申し込み書類を作成すること 1 2 3 4 
7. 就労証明書などの⼊園に必要な書類を⽤意すること 1 2 3 4 

8. ⼊所（園）⾯接で、こどもの事を伝えたり、園⻑の質問に答えること 1 2 3 4 

質問項⽬ 全く困って 
いない 

あまり困って
いない 

やや困って 
いる 

とても困って
いる 

1. ⽇本の保育施設（保育園・幼稚園）の指導⽅針を理解すること 1 2 3 4 
2. 家庭の育児の⽅針を保育施設に理解してもらうこと 1 2 3 4 
3. 保育施設のルール（例：持ち物や送迎の時間）を理解すること 1 2 3 4 
4. 保育者と信頼関係を築くこと 1 2 3 4 
5. 保育者と共通の意識を持ってこどもを育てること 1 2 3 4 
6. 保育者に伝えたいこと（例：アレルギー⾷や宗教⾷の確認）を理解してもらうこと 1 2 3 4 
7. 保育者の伝えたいこと（例：保育園でこどもが怪我をした時の経緯）を理解すること 1 2 3 4 
8. 保育者に⼦育ての悩みなど、困ったことを相談すること 1 2 3 4 
9. 他の保護者と良い関係を築くこと 1 2 3 4 
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質問 10-3  現在、在籍している保育施設において、あなたのこどもは、以下の事柄についてどの程度困っていると感じていますか。 
当てはまる番号に〇をつけてください。 

 
質問 10-4 現在、在籍している保育施設において、以下のような⽀援がどの程度必要だと感じていますか。当てはまる番号に〇をつ 

けてください。 

 
質問 10-5  現在、在籍している保育施設において、保育の内容について、以下のような⽀援がどの程度必要だと感じていますか。当 

てはまる番号に〇をつけてください。 

 

質問項⽬ 全く困って 
いない 

あまり困って
いない 

やや困って 
いる 

とても困って
いる 

1. こどもが保育施設のルール（例：トイレの使い⽅や⽚付ける習慣）を理解すること 1 2 3 4 
2. こどもがクラスのこどもたちと同じように⾏動（例：⾷事・トイレ）すること 1 2 3 4 
3. こどもが好きな遊びを⾒つけて遊ぶこと 1 2 3 4 
4. こどもが友達と⼀緒に遊ぶこと 1 2 3 4 
5. こどもが保育者とコミュニケーションをとること 1 2 3 4 
6. こどもが友達とコミュニケーションをとること 1 2 3 4 

質問項⽬ 全く必要と 
していない 

あまり必要と 
していない 

やや必要と 
している 

必要と 
している 

1. 外国⼈保育者の配置 1 2 3 4 
2. 外国⼈通訳の配置 1 2 3 4 
3. ⽇本⼈通訳の配置 1 2 3 4 
4. 多⾔語対応で作られた配布物 1 2 3 4 
5. 通訳アプリなどのコミュニケーションツール 1 2 3 4 
6. ⼩学校就学のための制度や⼿続きに関する説明 1 2 3 4 
7. 保護者交流の機会 1 2 3 4 
8. 保育者や保護者が多⽂化保育について学ぶ機会 1 2 3 4 

質問項⽬ 全く必要と 
していない 

あまり必要と 
していない 

やや必要と 
している 

必要と 
している 

1. ⽇本の⽂化に親しむ⾏事 1 2 3 4 
2. ⽇本以外の多様な⽂化に親しむ⾏事 1 2 3 4 
3. 普段の保育の中で、⽇本の⽂化に親しむ遊び・活動 1 2 3 4 
4. 普段の保育の中で、⺟⽂化に親しむ遊び・活動 1 2 3 4 
5. ⽇本の⽣活習慣を⾝につけるための⽀援 1 2 3 4 
6. ⺟国の習慣や⽂化を尊重すること 1 2 3 4 
7. 園でのこどもとのコミュニケーションで、保育者が⽇本語を使⽤すること 1 2 3 4 
8. 園でのこどもとのコミュニケーションで、保育者が⺟語を使⽤すること 1 2 3 4 
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共共同同研研究究者者一一覧覧・・活活動動記記録録  

 

１１．． 共共同同研研究究者者一一覧覧  

千千葉葉明明徳徳短短期期大大学学保保育育創創造造学学科科  

氏氏名名  職職  研研究究ににおおけけるる役役割割  執執筆筆担担当当箇箇所所  

大村 あかね* 講師 アンケートの検討・作成 

調査実施の調整 

アンケートの集計・分析 

文献研究 

結果に基づく提言作成 

第１章～第４章 

鶴田 真二 講師 

伊藤 恵里子 准教授 

久保 瑶子 講師 

千千葉葉市市役役所所幼幼保保運運営営課課  

氏氏名名  職職  研研究究ににおおけけるる役役割割  執執筆筆担担当当箇箇所所  

秋庭 慎輔 課長 アンケートの検討 

調査実施の調整 

結果に基づく提言作成 

第 1章・第４章 田中 悦子 保育所指導担当課長 

奥田 征規 指導班主査 

*共同研究代表者 

  

２２．． 活活動動記記録録  

月月  日日  場場  所所  内内  容容  

２月２５日 千葉市役所 第１回 共同研究会 

５月１２日 千葉明徳短期大学 打合せ（区政推進課へのデータ依頼） 

６月２２日 千葉市役所 第２回 共同研究会 

６月３０日 千葉明徳短期大学 打合せ（アンケート作成等） 

７月８日 千葉市役所 第３回 共同研究会 

７月２７日 千葉明徳短期大学 打合せ（アンケート作成等） 

７月３０日 千葉明徳短期大学 第４回 共同研究会 

８月２８日 千葉明徳短期大学 打合せ（アンケート発送準備） 

９月７日～１８日 市内保育・幼児教育施設 保育・幼児教育施設アンケート調査 

９月２９日 千葉明徳短期大学 打合せ（分析等） 

１０月２０日 千葉明徳短期大学 打合せ（分析等） 

１１月９日～２９日 市内保育・幼児教育施設 保護者アンケート調査 

１月１２日 千葉明徳短期大学 打合せ（分析等） 

２月８日 千葉明徳短期大学 打合せ（報告書作成等） 
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